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◆３◆働く女性の相談室(無料・要予約) 

働いている人、これから働きたい人、仕事に関する悩みを産業カウンセラーがお聞きします。 

【日時】１２月２０日(土)13:30～15:30(相談時間 50 分) 

【場所】市民文化センター2 階(東広島市西条西本町 28-6)  

【申込】開催日の 1 週間前までに電話・FAX またはメールで申込む。 

【問合せ】エスポワール(東広島市男女共同参画推進室) 

TEL/FAX:082-424-3833/E-mail:hgh243833@city.higashihiroshima.hiroshima.jp  

 

◆１◆人権フェスティバル 2025 ひがしひろしま (入場無料) 

インターネットと人権 ～言葉のチカラで情報社会を賢く生きる～ 

令和７年度人権週間(12 月 4 日(木)～10 日(水))記念事業を開催します。 

【日時】１１月２９日(土) 13:30～16:00 

【場所】東広島芸術文化ホールくらら(東広島市西条栄町 7 番 19 号) 

【定員】１５０人 

【内容】◎中学生人権作文表彰式及び優秀作品朗読     

◎人 KEN まもる君と人 KEN あゆみちゃんの人権教室 ◎人権相談(当日先着順) 

◎人権講演会「誰かを傷つけないための“コトバ改革”」 

講師 児玉勝司さん(元広島テレビアナウンサー、比治山大学現代文化学部教授) 

◎人権の花運動 パネル展示（実施校：寺西小・板城小・ 

八本松小・高屋東小・板城西小・木谷小） 

【託児】あり 事前申込済の乳幼児のみ 

【問合せ】人権男女共同参画課 TEL:082-420-0927/FAX:082-422-2040 

◆情報◆ 

〇１１月１２日から２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。内閣府では、女性に対

するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相

談をしてください。」というメッセージを込め、パープル・ライトアップの実施を呼び掛け、東広島

市内では東広島市美術館が実施予定です。 

〇エスポワール通信に関する問い合わせは、生活環境部人権男女共同参画課 

TEL:082-420-0927/FAX:082-422-2040/E-mail:hgh200927@city.higashihiroshima.lg.jp 

 

◆２◆ワーク・ライフ・バランス オンライン講座 

東広島市公式 YouTube で令和８年２月２８日(土)まで配信しています。 

【講師】 藤原輝さん（働き方改革上級コンサルタント、株式会社ワーキンエージェント取締役） 

【問合せ】人権男女共同参画課 TEL:082-420-0927/FAX:082-422-2040 
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